
 

 

 日光市空き家バンクリフォーム補助金交付要綱 

令和５年４月１日  

告示第２１号  

（趣旨）  

第１条 この要綱は、日光市空き家情報登録制度実施要綱（平成２６年日光市告示

第１４８号。以下「実施要綱」という。）に定める空き家バンクの利用促進を図る

ため、日光市空き家バンクリフォーム補助金（以下「補助金」という。）の交付に

関し、日光市補助金等交付規則（平成１８年日光市規則第５９号）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条 この要綱において、使用する用語の意義は、実施要綱の例による。  

 （補助対象空き家）  

第３条 補助の対象となる空き家（以下「補助対象空き家」という。）は、空き家バ 

ンクを利用して購入された、自己の居住の用に供する家屋（区分所有建物及び賃

貸住宅を除く。）とする。  

 （補助対象者）  

第４条 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、補助対象空き家を 

購入した者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

 (１) 実施要綱第９条第１項に規定する利用登録申込書を提出した者であるこ

と。 

 (２) 補助対象空き家の売買契約締結日の前１年の間に本市の住民基本台帳に記 

録されていないこと。 

 (３) 第１１条の補助金の完了報告書を提出する日までに補助対象空き家に住所 

を異動していること。 

(４) 補助対象空き家に住所を異動した日から起算して１０年以上当該物件に居 

住すると誓約できること。 

 (５) 市税を滞納していないこと。 

 (６) 過去に当該補助金の交付を受けていないこと。 

 （補助対象工事） 

第５条 補助の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、次に掲げるい 

ずれにも該当するものとする。 

(１) 補助対象者が発注する補助対象空き家の居住の用に供する部分に係る安全 



 

 

性、居住性又は機能性の維持や向上のために行う修繕、補強、間取りの変更等

の改修工事であること。 

(２) 市内業者（市内に本社、支店若しくは営業所を有する法人又は市内に住所 

を有する個人事業主をいう。）が実施するものであること。 

(３) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他の法令に違反しない工事 

 であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工

事としない。 

 (１) 補助金の交付が決定する前に着手した工事 

 (２) 当該工事に要する費用の総額（消費税及び地方消費税を含む。）が２０万円 

未満の工事 

 (３) 他の制度による補助金又は補償金の交付を受け、又は受けようとする工事 

 (４) その他市長が補助の対象とすることが不適当であると判断した工事 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助 

対象工事に要する費用とする。 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１の額（１，０００円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てた額）とし、５０万円を上限とする。 

（交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象 

工事に着手する前に、日光市空き家バンクリフォーム補助金交付申請書（様式第

１号）に次に掲げる書類を添えて、補助対象空き家の売買契約を締結した日から

２年を経過する日までに市長に提出しなければならない。 

 (１) 補助対象空き家の売買契約書の写し 

 (２) 売買契約締結日の前１年の間に本市の住民基本台帳に記録されていないこ 

とを証する書類 

 (３) 補助対象工事に係る見積書及び明細書（併用住宅にあっては居住部分）の 

写し 

 (４) 補助対象空き家の位置図（付近見取図） 

(５) 補助対象空き家の外観及び施工予定個所の写真 

(６) 市税に滞納がないことを証する書類（日光市税が賦課されていない場合に 



 

 

は個人情報確認の同意書（様式第２号）） 

(７) 誓約書兼同意書（様式第３号） 

(８) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第９条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金の

交付を決定したときは、日光市空き家バンクリフォーム補助金交付決定通知書

（様式第４号）により、申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の審査において、補助金の不交付を決定したときは、日光市空き

家バンクリフォーム補助金不交付決定通知書（様式第５号）により申請者に通知

するものとする。 

（変更又は中止） 

第１０条 前条の規定による交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）

が、補助対象工事の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ日

光市空き家バンクリフォーム補助金事業変更等承認申請書（様式第６号）を市長

に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、変更又は中止

を認めるときは日光市空き家バンクリフォーム補助金事業変更等承認書（様式第

７号）により申請者に通知するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、補助対象工事について次に掲げる事項のみの変更

をする場合は、同項の承認を不要とする。この場合において、申請者は、補助対

象工事の完了前までに、当該変更の内容を日光市空き家バンクリフォーム補助金

事業変更届（様式第８号）により市長に届け出なければならない。 

 (１) 補助対象外経費の額 

 (２) 補助金及び国、県、他の市町村の給付金以外の収入額 

 (３) 年度を超えない補助対象工事の実施期間 

 (４) 補助対象経費に影響しない補助対象工事の工程 

 (５) その他市長が軽微な変更と認めるもの 

（完了報告） 

第１１条 交付決定者は、補助対象工事が完了し、かつ、本市に転入が完了したと

きは、日光市空き家バンクリフォーム補助金事業完了報告書（様式第９号）（以下

「完了報告書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。 



 

 

(１) 補助対象工事に係る請求書及び領収書の写し 

(２) 補助対象工事の完了後の写真 

(３) 交付決定者の世帯全員分の住民票の写し（本籍及び続柄が入ったもの） 

(４) 建物及び土地の登記全部事項証明書（未登記家屋にあっては所有者を証明 

する書類） 

(５) その他市長が必要と認める書類 

（額の確定） 

第１２条 市長は、完了報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付決

定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、補助金の額を確

定し、日光市空き家バンクリフォーム補助金交付額確定通知書（様式第１０号）

（以下「確定通知書」という。）により交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１３条 確定通知書を受けた交付決定者は、日光市空き家バンクリフォーム補助

金交付請求書（様式第１１号）に確定通知書の写しを添えて、市長に請求するも

のとする。 

（補助金の交付手続の委任） 

第１４条 補助金の交付に関する手続を他人にさせようとする者は、あらかじめ日

光市空き家バンクリフォーム補助金交付手続委任状（様式第１２号）を市長に提

出しなければならない。 

（権利譲渡の禁止） 

第１５条 補助金の交付を受けることができる権利を他人に譲渡してはならない。 

（交付決定の取消し） 

第１６条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

交付決定（変更交付決定を含む。以下この条及び次条において同じ。）の全部又は

一部を取り消すことができる。 

(１) この要綱に違反する事実があったとき。 

(２) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

（補助金の返還） 

第１７条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し

た場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているとき

は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 



 

 

２ 市長は、補助金の返還を命じたときは、日光市補助金等交付規則の規定に基づ

き、加算金又は延滞金を納付させるものとする。ただし、やむを得ない事情があ

ると認められるときは、当該申請者の申請により、加算金又は延滞金の全部又は

一部の納付を免除することができるものとする。 

（帳簿の備付け） 

第１８条 補助金の交付を受けた者は、補助対象工事に係る収入及び支出を明らか

にした帳簿及び書類を備え付け、補助金の交付を受けた日から５年間保存しなけ

ればならない。 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


